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財 政 援 助 団 体 等 監 査 の 結 果 に つ い て  

 

 

地 方 自 治 法 第 1 99 条 第 ７ 項 の 規 定 に 基 づ き 財 政 援 助 団 体 等 の 監 査 を 行 っ た

の で 、 同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、 監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  財 政 援 助 団 体 等 の 監 査  

 

２  監 査 の 対 象  公 益 社 団 法 人 大 牟 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー （ 福 祉 課 ）  

 

３  監査実施期間 

令 和 ４ 年 ５ 月 １ 日 （ 日 ） か ら 令 和 ４ 年 ５ 月 31 日 （ 火 ） ま で  

 

４  監 査 対 象 の 事 項 及 び 範 囲  

令 和 ３ 年 度 分 公 益 社 団 法 人 大 牟 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 補 助 金 に 係

る 出 納 及 び そ の 他 の 事 務 の 執 行  

 

５  監 査 の 着 眼 点 （ 評 価 項 目 ）  

（ １ ） 補 助 金 等 の 目 的 は 明 確 で 、 か つ 公 益 上 の 必 要 性 は 十 分 か 。  

（ ２ ） 補 助 金 の 算 定 、 交 付 方 法 、 時 期 、 手 続 き 等 は 適 正 か 。  

（ ３ ） 所 管 部 局 に 提 出 さ れ た 決 算 書 、 事 業 実 績 報 告 等 に 誤 り は な い か 。  

 

６  監 査 の 方 法 

監 査 対 象 団 体 及 び 当 該 団 体 の 所 管 部 局 に 対 し 、資 料 の 提 出 を 求 め

る と と も に 、必 要 に 応 じ て 市 担 当 職 員 の 事 情 説 明 を 受 け 、監 査 を 実

施 し た 。  

監 査 に 当 た っ て は 、 補 助 金 の 受 入 れ か ら 、 そ の 使 途 に つ い て 、 証 拠 書 類

で あ る 領 収 書 や 預 金 通 帳 の 実 査 、 さ ら に こ れ ら の 収 支 に 基 づ い た 金 銭 出 納

簿 の 検 査 を 行 い 、 決 算 書 の 適 否 等 の 判 断 を 行 っ た 。  

 

７  財 政 援 助 団 体 の 概 要  

公 益 社 団 法 人 大 牟 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー （ 以 下 「 シ ル バ ー 人 材 セ ン

タ ー 」 と い う 。 ） は 、 定 年 退 職 者 等 の 高 齢 者 （ 以 下 「 高 齢 者 」 と い う 。 ）

の 希 望 に 応 じ た 臨 時 的 か つ 短 期 的 な 就 業 又 は そ の 他 の 軽 易 な 業 務 に 係 る

就 業 の 機 会 を 確 保 し 、及 び こ れ ら の 高 齢 者 に 対 し て 組 織 的 に 提 供 す る こ と

な ど に よ り 、そ の 能 力 を 生 か し た 就 業 そ の 他 の 多 様 な 社 会 参 加 活 動 を 援 助

し て 、こ れ ら の 高 齢 者 の 生 き が い の 充 実 と 福 祉 の 増 進 を 図 る と と も に 、活

力 あ る 地 域 社 会 づ く り に 寄 与 す る こ と を 目 的 に 、「 高 年 齢 者 等 の 雇 用 の 安
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定 等 に 関 す る 法 律 」 に 基 づ き 、 昭 和 61 年 ４ 月 １ 日 に 福 岡 県 知 事 の 指 定 を

受 け て 設 立 さ れ た 公 益 社 団 法 人 で あ る 。  

 

８  財 政 援 助 の 内 容  

（ １ ） 財 政 援 助 の 名 称 【 所 管 課 】  

公 益 社 団 法 人 大 牟 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 補 助 金 【 福 祉 課 】  

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 事 業 の 運 営 に 要 す る 経 費 に 係 る 補 助 金 で 、「 公

益 社 団 法 人 大 牟 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 補 助 金 交 付 要 綱 」（ 以 下「 要 綱 」

と い う 。 ）に 基 づ き 、 令 和 ３ 年 度 は 、１ １ ， ６ ４ ６ 千 円 が 年 ４ 回 に 分 け て

概 算 払 で 交 付 さ れ て い る 。  

 

（ ２ ） 財 政 援 助 の 対 象 と な る 経 費  

  シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 事 業 の 運 営 に 要 す る 費 用 及 び そ の 他 市 長 が 特

に 認 め た 費 用  

  な お 、シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー で は 、１ １ ，６ ４ ６ 千 円 の 補 助 金 の う ち ４ ，

５ ０ ０ 千 円 を 人 件 費 に 、２ ，８ ２ ９ 千 円 を 管 理 費 の 諸 謝 金（ 基 本 給 ）な ど

の 人 件 費 に 、４ ，３ １ ７ 千 円 を 高 齢 者 活 用 ・現 役 世 代 雇 用 活 用 サ ポ ー ト 事

業 の 諸 謝 金 （ 基 本 給 ） の 人 件 費 に あ て ら れ て い る 。  

 

９  監 査 の 結 果 

   補 助 金 の 経 理 の 状 況 及 び 使 途 に つ い て 、保 健 福 祉 部 か ら 提 出 さ れ た 支 出

負 担 行 為 書 、補 助 金 交 付 申 請 書 、補 助 金 実 績 報 告 書 等 の 関 係 書 類 並 び に シ

ル バ ー 人 材 セ ン タ ー か ら 提 出 さ れ た 総 勘 定 元 帳 、 振 替 伝 票 、 勤 怠 一 覧 表 、

支 給 控 除 項 目 一 覧 表 、預 金 出 納 帳 、預 金 通 帳 等 の 関 係 書 類 を 照 合 検 査 し た

結 果 、シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー に お け る 事 務 処 理 は 、お お む ね 適 正 に 処 理 さ

れ て い る も の と 認 め ら れ た が 、一 部 、改 善 、検 討 を 要 す る 事 項 が 見 受 け ら

れ た 。  

概 要 は 、 次 の と お り で あ る 。  

 

（ １ ） 交 付 決 定 に つ い て  

   シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー か ら 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け で 提 出 さ れ た 補 助 金

交 付 申 請 書 を ４ 月 14 日 付 け で 受 理 し て い る が 、 交 付 決 定 通 知 に 関 す る 起

案 文 書 は ５ 月 ７ 日 に 起 案 さ れ 、 ５ 月 21 日 に 決 裁 さ れ て お り 、 申 請 か ら 決

定 ま で 1 か 月 以 上 の 期 間 を 要 し て い た 。  

   ま た 、こ の 補 助 金 は 、地 方 公 共 団 体 が 応 分 の 補 助 を 行 う こ と を 前 提 と し

て シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー に 交 付 さ れ る 国 庫 補 助 金 の 事 業 に あ て ら れ る も

の で あ る が 、市 の 交 付 決 定 後 も 、所 管 課 に お い て 、シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

へ の 国 庫 補 助 金 の 交 付 決 定 通 知 等 の 確 認 が な さ れ て い な か っ た 。  
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（ ２ ） 補 助 金 の 支 払 に つ い て  

補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 に お い て ､補 助 金 交 付 の 要 件 と し て 「 市 は 補 助 金

を ４ 回 に 分 け ､次 に 掲 げ る 月 に 当 該 定 め る 額 を 支 払 う も の と す る 」と 定 め 、

５ 月 、７ 月 、１ ０ 月 及 び ２ 月 に 補 助 金 を 支 払 う こ と と し て い る が 、第 １ 回

目 の 補 助 金 は ６ 月 ８ 日 に 支 払 わ れ て い た 。  

 

（ ３ ） 提 出 書 類 の 確 認 に つ い て  

   シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー か ら 提 出 さ れ た 交 付 申 請 書 に は 、補 助 の 内 容 と し

て 、「 高 齢 者 活 用 ・ 現 役 世 代 雇 用 サ ポ ー ト 事 業 」 と 記 載 さ れ 、 補 助 金 も こ

の 事 業 の 人 件 費 に あ て ら れ て い る が 、事 業 計 画 書 及 び 事 業 実 績 書 に は こ の

事 業 名 が な か っ た 。  

ま た 、交 付 申 請 書 の 補 助 の 種 類 に「 高 年 齢 者 就 業 機 会 確 保 事 業 」と 記 載

さ れ て い る が 、 市 の 事 業 名 で は な か っ た 。  

 

（ ４ ） 収 支 決 算 書 の 提 出 に つ い て  

   要 綱 第 ８ 条 で は 、会 計 年 度 終 了 後 ２ 月 以 内 に 実 績 報 告 書 を 提 出 す る こ と

と 規 定 し て い る が 、補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 で は ､補 助 金 交 付 の 要 件 と し て 、

令 和 ４ 年 ４ 月 3 0 日 ま で に 収 支 決 算 書 を 提 出 す る こ と と 記 載 さ れ て お り 、

要 綱 と の 整 合 が 取 れ て い な い 。ま た 、監 査 開 始 日 の ５ 月 １ 日 時 点 で は 収 支

決 算 書 が 提 出 さ れ て い な か っ た 。  

 

（ ５ ） 監 査 へ の 書 類 の 提 出 に つ い て  

   補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 で は ､補 助 金 交 付 の 要 件 と し て 「 市 が こ の 補 助 金

の 使 途 お よ び 経 費 の 支 出 に つ い て 、報 告 書 ま た は 関 係 書 類 の 提 出 を 求 め た

と き は ､公 益 社 団 法 人 大 牟 田 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー は こ れ を 拒 む こ と は

で き な い 」と 定 め て い る が 、シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 内 部 監 査 が 終 了 し て

い な い こ と を 理 由 に 、 資 料 の 提 出 が 提 出 期 限 か ら 1 か 月 近 く 遅 れ た 。  

 

10 改 善 、 検 討 を 要 す る 事 項  

（ １ ） 補 助 金 の 交 付 に つ い て  

要 綱 に 基 づ き 、補 助 金 の 交 付 申 請 、交 付 決 定 、交 付 及 び 実 績 報 告 が 行 わ

れ て い る が 、所 管 課 に お い て は 、提 出 さ れ た 関 係 書 類 の 精 査 が 不 十 分 な も

の が 見 受 け ら れ た 。今 後 は 、団 体 か ら 提 出 さ れ る 補 助 金 交 付 申 請 書 等 の 関

係 書 類 の 精 査・審 査 を 十 分 に 行 う と と も に 、必 要 に 応 じ て 団 体 に 対 す る 適

切 な 指 示 ・ 指 導 を 行 わ れ た い 。ま た 、要 綱 に 沿 っ た 補 助 金 交 付 事 務 を 行 う

と と も に 、 必 要 に 応 じ 要 綱 の 見 直 し を 行 わ れ た い 。  
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（ ２ ） 監 査 に お け る 所 管 課 の 対 応 に つ い て  

今 回 の 監 査 実 施 に 当 た り 、上 記 の と お り 資 料 要 求 に 対 す る 所 管 課 か ら の

資 料 の 提 出 が １ か 月 近 く 遅 れ 、 十 分 な 監 査 を 行 う こ と が で き な か っ た 。  

財 政 援 助 団 体 等 監 査 は 、財 政 援 助 団 体 で あ る シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー に お

け る 補 助 金 の 適 正 な 経 理 及 び 使 途 の 監 査 で あ る と と も に 、補 助 金 を 交 付 す

る 所 管 課 に お い て 補 助 金 の 交 付 目 的 や 必 要 性 を 踏 ま え て 適 正 な 算 定 や 手

続 き を 行 っ て い る か に つ い て の 監 査 で も あ る 。に も か か わ ら ず 、今 回 の 所

管 課 の 対 応 に は 、補 助 金 を 交 付 す る 所 管 課 と し て の 意 識 が 希 薄 で あ っ た と

言 わ ざ る を 得 な い 。  

今 後 は 補 助 金 を 交 付 す る 所 管 課 と し て の 十 分 な 認 識 の も と 、監 査 等 に お

い て は 、 監 査 の 目 的 等 を 認 識 し た 上 で 真 摯 な 対 応 を お 願 い し た い 。  

 


